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       平成３０年第２回隠岐の島町議会臨時会会議録 

 

 

招 集 年 月 日            

 

平成３０年 ４月 ２５日 
 

                     

 

招  集  場  所   

 

隠岐の島町城北町１番地  隠岐の島町役場 

          

 

 開   会 （開議）   

 

平成３０年 ４月 ２５日（水）９時 ３０分 宣告 

        

  
                     

                              

 

   会議録署名議員の氏名 ４番 石橋  雄一 議員 ５番 村上  三三郎 議員 

      
 

１．出席議員 

１番 大 江     寿 ７番 池 田 賢 治 １３番 米 澤 壽 重 

２番 村 上 謙 武 ８番 安 部 大 助 １４番 遠 藤 義 光 

３番 菊 地 政 文 ９番 前 田 芳 樹 １５番 池 田 信 博 

４番 石 橋 雄 一 １０番 平 田 文 夫 １６番 福 田     晃 

５番 村 上 三三郎 １１番 石 田 茂 春    

６番 西 尾 幸太郎 １２番 髙 宮 陽 一    
 

 
 

１．地方自治法第１２１条の規定により出席した者の職氏名 

町 長  池 田 高世偉   上 下 水 道 課 長  田 中 秀 喜 

副 町 長  大 庭 孝 久   建 設 課 長  田 中 文 男 

教 育 長  村 尾 秀 信   大規模事業課長  河 北 尚 夫 

総 務 課 長  野 津 浩 一   施 設 管 理 課 長  大 西 洋 二 

会 計 管 理 者  渡 部   誠   総務学校教育課長  池 田 茂 良 

財 政 課 長  石 田 寛 弥   社 会 教 育 課 長  吉 田   隆 

税 務 課 長  濱 田   勉   布 施 支 所 長  竹 本   久 

町 民 課 長  名 越 玲 子   五 箇 支 所 長  金 坂 賢 一 

福 祉 課 長  中 林   眞   都 万 支 所 長  佐々木 義 直 

保 健 課 長  平 田 芳 春   危 機 管 理 室 長  吉 田 篤 夫 

環 境 課 長  砂 本   進   中 出 張 所 長  村 上 克 樹 

観 光 課 長  鳥 井   登   中 央 公 民 館 長  高 梨 勇 光 

農 林 水 産 課 長  藤 川 芳 人   財 政 課 長 補 佐  日 野 利 幸 

地 域 振 興 課 長  佐々木 千 明   総 務 課 長 補 佐  野 津 千 秋 
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１．職務のため本会議に出席した者の氏名 

議 会 事 務 局 長  山 根  淳   事 務 局 長 補 佐  中 村 恵美子 

 

１．町長提出議案の題目 

議第 59号 工事請負契約の締結について〔隠岐の島町新庁舎敷地造成（その 2）工事〕 

議第 60号 物品購入契約の締結について〔最終処分施設重機（油圧式バックホウ）購入〕 

 

１.議員提出議案の題目 

 発委第 2号 隠岐の島町議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

議事の経過 

○議長（ 石 田 茂 春 ） 

  ただ今から、平成 30年第 2回隠岐の島町議会臨時会を開会いたします。 

（ 開 議 宣 告    ９時３０分 ） 

    これから、本日の会議を開きます。 

    本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

日 程 第 １．会議録署名議員の指名 

「会議録署名議員の指名」を行います。 

   会議録署名議員は、隠岐の島町議会会議規則第 125 条の規定により 4番：石橋 雄一 議員、

5番：村上 三三郎 議員を指名します。 

日 程 第 ２．会期決定の件  

   「会期決定の件」を議題とします。 

   お諮りします。 

本定例会の会期は、本日 1日にしたいと思います。 

   これに、ご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声を確認 ） 

   「異議なし」と認めます。 

   したがって、会期は本日 1日に決定いたしました。 

日 程 第 ３．町長提出議案の上程 

「町長提出議案の上程」を行います。 
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お手元に配付のとおり、町長提出議案の議第 59号「工事請負契約の締結について〔隠岐の

島町新庁舎敷地造成(その 2)工事〕」及び議第 60 号「物品購入契約の締結について〔最終処

分施設重機（油圧式バックホウ）購入〕」についての 2件を一括して議題とします。 

日 程 第 ４．提案理由の説明 

  「提案理由の説明」を行います。 

ただ今、議題となりました 2議案について、提出者から「提案理由の説明」を求めます。 

番外：町長 

○番外（ 町長 池 田 高 世 偉 ） 

  おはようございます。 

本日、平成 30年第 2回隠岐の島町議会臨時議会を招集いたしましたところ、議員各位には

ご出席を賜り誠にありがとうございます。 

提案理由の説明の前に、一言ご挨拶を申し上げます。本町も新年度を迎え、大幅な人事異

動を行い「新体制」での出発となりました。執行部におきましても 6 名の新課長を配置、本

日からは議員皆様方のご理解のもと、今まで通常、議会に出席をしておりませんでした「公

民館長」「中出張所長」「危機管理室長」を加え、議会運営に取り組んでまいることとなりま

したので、更なるご指導とお力添えを賜りますようお願いを申し上げます。 

さて、本日の議案におきましては、「工事請負契約の締結」、「購入契約の締結」の 2件を提

案するものでございますので、慎重審議をお願い申し上げ、招集にあたってのご挨拶といた

します。どうかよろしくお願い申し上げます。 

それでは、本日提案いたしました議案について、ご説明申し上げます。 

議第 59号の「工事請負契約の締結について〔隠岐の島町新庁舎敷地造成(その 2)工事〕」

についてでありますが、去る 4月 18日、14者による指名競争入札を執行いたしましたとこ

ろ、徳畑建設株式会社が落札いたしましたので、同社と１億 2,960万円で工事請負契約を締

結いたしたく、議決を求めるものであります。 

次に、議第 60号の「物品購入契約の締結について〔最終処分施設重機（油圧式バックホウ）

購入〕」についてでありますが、去る 4月 13日、2者による指名競争入札を執行いたしまし

たところ、有限会社親和建機が落札いたしましたので、同社と 1,112万 4,000円で物品購入

契約を締結いたしたく、議決を求めるものであります。 

以上、2 件の議案につきましてご説明申し上げましたが、何とぞ慎重ご審議の上、適切な

ご決定を賜りますようお願いを申し上げます。 
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○議長（ 石 田 茂 春 ） 

   以上で、「提案理由の説明」を終ります。 

  議案審議の便宜上、本会議を休憩し、全員協議会を開きます。 

（ 本会議休憩宣告     ９時３５分  ） 

（ 全員協議会開会宣告   ９時３５分  ） 

○議長（ 石 田 茂 春 ） 

全員協議会を閉じ、本会議を再開します。 

（ 本会議再開宣告    ９時４０分 ） 

日 程 第 ５．質   疑   

  「質疑」を行います。 

  始めに、議第 59号「工事請負契約の締結について〔隠岐の島町新庁舎敷地造成（その 2）

工事〕」について、質疑はございませんか。 

  4番：石橋雄一 議員 

○４番（ 石 橋 雄 一 ）  

  落札についてちょっと伺います。落札率という言葉を、町の側ではご存知かどうかちょっ

と伺いたいと思います。 

○番外（ 大規模事業課長 河 北 尚 夫 ） 

  予定価格に対する落札額という認識はございます。 

○４番（ 石 橋 雄 一 ）  

  今回の落札率はいくつですか。 

○番外（ 大規模事業課長 河 北 尚 夫 ） 

  98.85％でございます。 

○４番（ 石 橋 雄 一 ）  

  この関係の全国平均の落札率は、おいくらかご存知ですか。 

○番外（ 大規模事業課長 河 北 尚 夫 ） 

  落札率自体は近年、大分上っているようでございまして、確かなことは申せませんが 97

程度ではなかったかとは思います。 

○４番（ 石 橋 雄 一 ）  

  上っているんじゃなくて、どんどん、どんどん下がっている。要するに談合の可能性があ

るから、この数字というのは全国平均でどんどん下がっている状況ですよね。正確には。 
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  要するに 98％が高すぎるのではないかと思うのですけども、その辺りどうでしょうか。 

○番外（ 大規模事業課長 河 北 尚 夫 ） 

  私どもの方も、予定価格設定については十分精査してございますし、近年はこの予定価格

を設定する積算の資料等もほぼ公開といった状況でございまして、実行予算を組んで、どの

程度落とせるかという部分で業者さんがされると思いますので。 

  隠岐の島町でも落札率自体は近年上っている。下がっているではなくて上っているという

方向であると思いますので、この件に関しましては妥当な数字ではないのかなと、現在最低

制限価格自体も 93とかいう数字になってきておりますので、十分積算されて落札されたと思

っております。 

○４番（ 石 橋 雄 一 ）  

  はい。分かりました。 

○議長（ 石 田 茂 春 ） 

  他に、ございませんか。 

  10番：平田文夫 議員 

○１０番（ 平 田 文 夫 ） 

  これを積算するにあたって、工期の設定はしてないのに、これはどういうこと。 

○番外（ 大規模事業課長 河 北 尚 夫 ） 

  工期の設定は、今回の議会が本日の予定ということが予め分かってございましたので、こ

こから島根県の標準工期でありますものを計算して、来年の 2月 8日の工期を設定しており

ます。 

○１０番（ 平 田 文 夫 ） 

それは貴方のあれであって、ここに落札率。さっきも言ったけれども、そういうことじゃ

なくして、積算にあたってはやはり労務費とかそういうものは、工期というものを基準にす

るんじゃないですか。そこら辺のことを議会に報告しなくて、議案として挙がってくる事態

おかしいんとちゃうの。 

○番外（ 大規模事業課長 河 北 尚 夫 ） 

申し訳ございません。資料の方に工期の設定はございませんが、議案の方に工期は書いて

ございます。 

○議長（ 石 田 茂 春 ） 

  他に、ございませんか。 
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（ 「なし」の声を確認 ）  

次に、議第 60号の「物品購入契約の締結について〔最終処分施設重機（油圧式バックホウ）

購入〕」について、質疑はございませんか。 

 （ 「なし」の声を確認 ）  

  以上で、「質疑」を終ります。  

  議案審議の便宜上、本会議を休憩し、全員協議会を開きます。 

（ 本会議休憩宣告     ９時４８分  ） 

（ 全員協議会開会宣告   ９時４８分  ） 

○議長（ 石 田 茂 春 ） 

  全員協議会を閉じ、本会議を再開します。 

（ 本会議再開宣告     ９時５２分 ） 

日 程 第 ６．討    論 

  「討論」を行います。 

  町長提出議案の議第 59号「工事請負契約の締結について〔隠岐の島町新庁舎敷地造成(そ

の 2)工事〕」から議第 60 号「物品購入契約の締結について〔最終処分施設重機(油圧式バッ

クホウ)購入〕」までの 2件を一括して討論に付します。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

（ 「なし」の声を確認 ） 

  「反対討論なし」と認めます。 

  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（ 「なし」の声を確認 ） 

  「賛成討論なし」と認めます。 

以上で、「討論」を終ります。 

日 程 第 ７．採    決 

  「採決」を行います。 

  採決は、起立によって行います。 

 町長提出議案の、議第 59号「工事請負契約の締結について〔隠岐の島町新庁舎敷地造成(そ

の 2)工事〕」を採決いたします。 

  本案を、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（ 起 立 全 員 ） 
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  起立「全員」であります。 

  したがって、議第 59号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議第 60号「物品購入契約の締結について〔最終処分施設重機（油圧式バックホウ）

購入〕」を採決いたします。 

  本案を、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（ 起 立 全 員 ） 

  起立「全員」であります。 

  したがって、議第 60号は原案のとおり可決されました。 

  以上で、「採決」を終ります。 

日 程 第 ８．議員提出議案の上程及び審議 

「議員提出議案の上程及び審議」を行います。 

本日、お手元に配付のとおり１件の議案が委員会提案されました。隠岐の島町議会会議規

則第 14条第 3項の規定による、委員会提案の要件を満たしていますので、直ちに議題といた

します。 

  「提案理由の説明」を行います。 

  ただ今、議題となりました、発委第 2号「隠岐の島町議会委員会条例の一部を改正する条

例」について、提出者から「提案理由の説明」を求めます。 

議会運営委員長：16番 福田 晃 議員 

○１６番（ 福 田  晃 ） 

発委第 2号  平成 30年 4月 25日 

隠岐の島町議会 議長 石田 茂春 様 

提出者 議会運営委員会委員長 福田 晃 

「隠岐の島町議会委員会条例の一部を改正する条例」について 

標記の議案を別紙のとおり、隠岐の島町議会会議規則第 14条第 3項の規定により提出いた

します。 

 提出の理由を説明いたします。 

 平成 30年 4月 1日付けで施行された隠岐の島町行政組織条例の改正に伴い、改正前の「企

画財政課」及び「定住対策課」を削除し、新たに置かれた「地域振興課」を産業建設常任委

員会の所管に、同じく新たに置かれた「施設管理課」及び「財政課」を総務教育民生常任委

員会の所管に加える改正をするものであります。 
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○議長（ 石 田 茂 春 ） 

以上で、「提案理由の説明」を終ります。 

これより、「質疑」を行います。 

  「質疑」はありませんか。 

（ 「なし」の声を確認 ） 

「質疑なし」と認めます。 

次に、「討論」を行います。 

「討論」はありませんか。 

（ 「なし」の声を確認 ） 

「討論なし」と認めます。 

これより、「採決」を行います。 

採決は起立によって行います。 

発委第 2号について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（ 起 立 全 員 ） 

  起立「全員」であります。 

  したがって、発委第 2号は原案のとおり可決されました。 

以上で、「議員提出議案の上程及び審議」を終ります。 

以上で、本臨時会に提出された議案は、全て議了いたしました。 

  本日は、これをもって散会し、平成 30年第 2回隠岐の島町議会臨時会を閉会します。 

（ 閉 会 宣 告  ９時５８分 ） 

以 下 余 白 

 

 

 

 

 

 

 

 


